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八王子市議会委員会条例の一部を改正する条例設定について 

 

 

八王子市議会委員会条例（昭和４３年八王子市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

 

（出席説明の要求） 

 

（出席説明の要求） 

第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、

教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員

長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長

及び監査委員その他法律に基づく委員会の代

表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受け

た者に対し、説明のため出席を求めようとす

るときは、議長を経てしなければならない。 

第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、

教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員

長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長

及び監査委員その他法律に基づく委員会の代

表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受け

た者に対し、説明のため出席を求めようとす

るときは、議長を経てしなければならない。 

 

 

附 則 

 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 


